
太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金 提出書類チェックリスト 

 チェック 提出書類 

1 □ 太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金交付申請書（第１号様式） 

2 □ 対象機器等概要説明書（第２号様式） 

3 □ 太陽電池モジュールの公称最大出力が分かるものの写し（出力対比表の写し等） 

4 □ 
太陽電池モジュールの配置図及び対象機器等の設置個所が分かる建物の平面図又

は立面図 

5 □ 対象機器等の設置した状況が確認できるカラー写真 

6 □ 電力受給契約を締結していることが確認できる書類の写し 

7 □ 

対象機器等の設置に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し（新築の建物に設

置した場合においては、全体の契約金額が分かる部分及び対象機器等の記載があ

る部分の写し） 

8 □ 
対象機器等の設置に係る領収書の写し（ローンによる支払いの場合は、ローン契約

書の写し） 

9 □ 
機器等の設置に係る領収書の内訳を記載した書面の写し（契約書等に内訳の記載が

あり、領収書の金額と一致する場合は除く） 
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  □ 

 

承諾書（第３号様式） 

※ 自己所有でない建物又は共有名義の建物に設置した場合のみ提出 

※ 建物所有者（共有名義の場合は、申請者以外の共有者）からのもの 

※ 分譲マンションに設置した場合を除く 

11 □ 

申請に係る建物の不動産登記事項証明書（３か月以内に発行された原本） 

※ 申請者が個人で居住地と設置場所が異なる場合、または、申請者が法人の場合のみ提出 

※ 「登記情報提供サービス」を利用し、登記情報を印刷したものでは受付不可 

12 □ 

住民票（３か月以内に発行された原本）や氏名と住所が確認できる書類の写し 

※ 申請者が個人で住民登録地が足立区外の場合のみ提出。 

※ （住所欄が手書きの場合）居住する住居と同じ住所であること。 

13   □ 

法人の登記事項証明書（３か月以内に発行された原本） 

※ 申請者が法人の場合のみ提出 

※ 「登記情報提供サービス」を利用し、登記情報を印刷したものでは受付不可 

次頁もあります。 

太陽光申請用 



14 □ 

他の団体から同種の補助金の交付を受けていることが分かる書類の写し 

※ 発電システムの設置にあたり、既に他団体から補助金の交付を受けている場合のみ提出 

※ 交付額が確定していない場合は、決定後に区から送付する「交付決定通知書」の写しを当該団

体に送付してください。 

 

 ■太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金交付請求書兼口座振替依頼書（第 6号様式）について 

ご申請者様宛に補助金交付決定通知書を発送する際同封いたします。 

再度のご提出が難しい場合は上記書類と併せてご提出していただいても構いません。 

 

≪注意≫ ゆうちょ銀行の場合、支店名は通帳に書かれている記号番号ではないのでご注意ください。 

     支店名は「〇〇八」「〇一八」などの漢数字となります。 

 


